
 

 別 添  

 

別添１ 地域保健医療協議会設置要綱 

別添２ 北多摩南部地域保健医療協議会部会設置要領 

別添３ 北多摩南部地域保健医療協議会幹事会設置要領 

別添４ 会議体系について 

別添５ 令和７年度 北多摩南部地域保健医療協議会 委員名簿（令和７年１０月１日現在） 

別添６ 令和７年度 北多摩南部地域保健医療協議会 部会委員名簿（案） 

別添７ 令和７年度 北多摩南部地域保健医療協議会 幹事会委員名簿 

（令和７年９月１日現在） 

 

 

 

 

 

 



地域保健医療協議会設置要綱

（ 設 置）  

第 １  地 域 特 性 等 を 踏 ま え た 総 合 的 な 保 健 医 療 施 策 を 計 画 的 に 推 進

し 、 多 摩 ・ 島 し ょ 地 域 に お け る 保 健 衛 生 の 向 上 と 健 康 で 安 全 な 地

域 づ く り を 図 る た め 、 二 次 保 健 医 療 圏 ご と に 地 域 保 健 医 療 協 議 会

（ 以 下「 協議 会」と い う。 ）を 設置す る 。  

（ 名 称）  

第 ２  協 議会 の名称 は 、次 のと おりと す る。

二次保健医療圏 協 議 会 名

 西 多 摩 保 健 医 療 圏  西 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 南 多 摩 保 健 医 療 圏  南 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 北多摩西部保健医療圏  北 多 摩 西 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 北多摩南部保健医療圏  北 多 摩 南 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 北多摩北部保健医療圏  北 多 摩 北 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

 島 し ょ 保 健 医 療 圏  島 し ょ 地 域 保 健 医 療 協 議 会 

（ 協 議事 項）

第 ３ 協 議会 は、次 の 事項 につ いて協 議 する 。

(1) 地 域 保健 医療 対 策の 総合 的な推 進 に関 する 事項

(2) 地 域 保健 医療 推 進プ ラン の策定 、 推進 及び 評価に 関 する 事項

(3) 保 健 ・医 療・ 福 祉の 連携 に関す る 事項

(4) 保健所の運営に関する事項

(5) そ の 他保 健医 療 対策 の充 実に関 し 必要 な事 項

（ 構 成等 ）  

第 ４  協 議会 は、保 健 医療 関係 機関・ 団 体の 代表 、福祉 関 係機 関・

団 体 の代 表、保健医 療 を受 ける 立場の 者 、学 識経 験等を 有 する 者、

市 町 村代 表等 のうち か ら 保 健医 療局長 が 委嘱 し、 又は任 命 する 委

員 ４ ０名 以内 で 構成 す る。  

た だし 、これ に より 難い 場合は 、 別途 定め る こと と する 。  

２  別 表に 記載 の 役 職に ある 者につ い ては 、委 員とし て 指定 する

も の とす る。  

３  協 議会 に出席 し た 委 員（ 代理出 席 した 者を 含む）に 対し ては 、

都 の 定め る基 準によ り 謝礼 金を 支払う こ とが でき る。  

（ 委 員の 任期 ）

第 ５  委 員の 任期は 、 ２年 以内 とする 。 ただ し、 再任を 妨 げな い。  

２  当 該 委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の

残 任 期間 とす る。

（ 会 長及 び副 会長）

第 ６ 協 議会 に会長 及 び副 会長 を置く 。
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２  会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 、 副 会 長 は 会 長 の 指 名 に よ り 選 任 す

る 。  

３  会長 は、 協議会 の 会務 を総 理する 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務

を 代 理す る。  

（ 部 会）  

第 ７  協 議 会 に 、 専 門 的 な 事 項 を 検 討 す る た め の 部 会 を 設 置 す る こ

と が でき る。  

２  部会 は、 委員の う ちか ら会 長が指 名 する 者を もって 構 成す る。  

３  部会 に部 会長を 置 き、 部会 の委員 の 互選 によ り 定め る 。  

４  部会 長は 、部会 を 総括 する 。  

（ 幹 事会 ）   

第 ８  協 議 会 に 、 協 議 会 を 補 佐 す る た め の 幹 事 会 を 設 置 す る こ と が

で き る。  

２  幹 事 会 は 、 委 員 の う ち か ら 会 長 が 指 名 す る 者 並 び に 市 町 村 及 び

保 健 所 職 員 の う ち か ら 別 紙 １ に 掲 げ る 保 健 所 の 長 が 委 嘱 又 は 任 命

す る 者を もっ て構成 す る。  

３  幹事 会に 幹事長 を 置き 、会 長が指 名 する 者を もって 充 てる 。  

４  幹事 長は 、幹事 会 を総 括す る。  

（ 特 別委 員）   

第 ９  都 民 及 び 地 域 住 民 の 代 表 の 意 見 を 二 次 保 健 医 療 圏 の 保 健 医 療

施 策 や保 健所 運営に 反 映さ せ 、保 健医 療 の一 層の 充実を 図 るた め、

保 健 所 所 管 区 域 選 出 の 東 京 都 議 会 議 員 及 び 保 健 所 所 管 区 域 の 市 町

村 長 を特 別委 員とす る 。  

（ 専 門委 員）  

第 10 協 議会 、部会 及 び幹 事会 に、専 門 委員 を置 くこと が でき る。  

２  専 門 委 員 は 、 会 長 が 指 名 し 、 別 紙 １ に 掲 げ る 保 健 所 の 長 が 委 嘱

又 は 任命 する 。  

（ 保 健所 協議 会）  

第 11 南 多 摩 保 健 医 療 圏 に お い て は 、 東 京 都 南 多 摩 保 健 所 の ほ か 、

保 健 所 を 設 置 す る 市 が 存 在 す る た め 、 当 該 保 健 所 管 内 の 保 健 医 療

施 策 に 関 す る 事 項 等 を 協 議 す る こ と を 目 的 と し て 、 当 該 保 健 所 に

保 健 所協 議会 を置く 。  

２  保 健 所 協 議 会 の 構 成 、 運 営 等 に つ い て は 、 別 途 定 め る 運 営 要 綱

に よ る。  

（ 招 集等 ）  

第 12 協 議会 、部会 及 び幹 事会 は、会 長 が招 集す る。   

２  会 長 は 、 必 要 に 応 じ て 協 議 会 、 部 会 及 び 幹 事 会 に 委 員 以 外 の 者

の 出 席を 求め 、又は 他 の方 法で 意見を 聴 くこ とが できる 。  

（ 会 議及 び会 議録等 の 取扱 い）  

第 13 会 議、会 議録 及 び会 議に 係る資 料（ 以下「 会議録 等」とい う。）

は 、 公 開 す る 。 た だ し 、 会 長 、 部 会 長 、 幹 事 長 又 は 委 員 の 発 議 に

よ り 出 席 委 員 の 過 半 数 に よ り 議 決 し た と き は 、 会 議 又 は 会 議 録 等

を 公 開し ない ことが で きる 。  

２  会 議 又 は 会 議 録 等 を 公 開 す る 場 合 に お い て は 、 会 長 、 部 会 長 又

は 幹 事長 は、 必要な 条 件を 付す ことが で きる 。  

 



（ 事 務局 ）  

第 14 協 議 会 、 部 会 及 び 幹 事 会 の 事 務 局 は 、 別 紙 １ に 掲 げ る 保 健 所

と す る。  

（ 補 則）  

第 15 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し て 必 要 な

事 項 は、 会長 が別に 定 める 。  

２  特 別 委 員 の 任 期 に つ い て は 、 そ の 職 の 在 任 期 間 を も っ て 任 期 と

し 、 知事 が委 嘱する 。  

 

  附  則  

 こ の要 綱は 、平成 １ ５年 ４月 １日か ら 施行 する 。  

 

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 ８ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １

日 か ら適 用す る。  

 

  附  則  

 こ の要 綱は 、平成 １ ６年 ８月 １日か ら 施行 する 。  

 

  附  則  

 こ の要 綱は 、平成 １ ７年 ９月 １２日 か ら施 行す る。  

 

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月

１ ４ 日か ら適 用する 。  

 

   附  則 

 こ の 要綱 は、 平成 ２ ４年 １月 ２０日 か ら施 行す る。  

 

  附  則 

 こ の 要綱 は、 令和 ５ 年４ 月１ 日から 施 行 す る。  

   

附  則 

 こ の 要綱 は、令和 ５ 年９ 月１ ２ 日か ら 施行 し、令和５ 年 ７月 １日 か

ら 適 用す る。  

 

附  則  

 こ の要 綱は 、令和 ５ 年１ １月 １日か ら 施行 する 。  
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協 議 会 の 名 称  保 健 所  名  

 西 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 西 多 摩 保 健 所 

 南 多 摩 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 南 多 摩 保 健 所 

 北 多 摩 西 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 多 摩 立 川 保 健 所 

 北 多 摩 南 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 多 摩 府 中 保 健 所 

 北 多 摩 北 部 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 多 摩 小 平 保 健 所 

 島 し ょ 地 域 保 健 医 療 協 議 会  東 京 都 島 し ょ 保 健 所 

 



別表 

 

１   西多摩地域保健医療協議会 

(1) 市立青梅総合医療センター院長 

(2) 公立福生病院院長 

(3) 公立阿伎留医療センター院長 

２  南多摩地域保健医療協議会 

(1) 東京医科大学八王子医療センター病院長 

(2) 東海大学医学部付属八王子病院院長 

(3) 町田市民病院院長 

(4) 日野市立病院院長 

(5) 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩南部地域病院院長 

(6) 日本医科大学多摩永山病院院長 

(7) 稲城市立病院院長 

３  北多摩西部地域保健医療協議会 

(1) 国家公務員共済組合連合会立川病院院長 

(2) 独立行政法人国立病院機構災害医療センター副院長 

４  北多摩南部地域保健医療協議会 

(1) 日本赤十字社武蔵野赤十字病院院長 

(2) 杏林大学医学部付属病院院長 

(3) 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩総合医療センター院長 

(4) 東京慈恵会医科大学附属第三病院院長 

(5) 多摩府中給食施設協議会会長 

５  北多摩北部地域保健医療協議会 

(1) 公立昭和病院院長 

(2) 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター院長 

(3) 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院院長 

６  島しょ地域保健医療協議会 

(1) 医療法人社団藤清会理事長 

(2) 社会福祉法人椿の里大島老人ホーム施設長 

(3) 社会福祉法人新島はまゆう会新島老人ホーム施設長 

(4) 三宅島民生児童委員協議会会長 

(5) 八丈島民生児童委員協議会会長 

 

 



北多摩南部地域保健医療協議会部会設置要領 

 

 地域保健医療協議会設置要綱第７に基づき、北多摩南部地域保健医療協議会

（以下「協議会」という。）に、以下の部会を設置する。 

１ 設置目的 

  専門的な事項を検討するため、協議会に部会を設置する。 

２ 部会名及び検討事項 

部 会 名    検  討  事  項 

地域医療システム化推進部会 地域の保健医療提供体制のあり方等に関する専門的事項 

保健福祉部会 保健福祉サービスの提供等に関する専門的事項 

生活衛生部会 環境衛生、食品衛生対策等に関する専門的事項 

部会の検討結果は、協議会に報告する。 

３ 構成 

（1）委員   協議会の委員のうちから会長が指名する。 

（2）部会長  部会委員の互選により定める。 

（3）専門委員 部会に専門委員を置くことができ、会長が指名する。 

４ 意見聴取 

  必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

附則 この要領は、平成２３年７月２８日から施行する。 

附則 この要領は、平成２７年７月３０日から施行する。 
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北多摩南部地域保健医療協議会幹事会設置要領 

 

 

 地域保健医療協議会設置要綱第８に基づき、北多摩南部地域保健医療協議会（以下「協議

会」という。）に幹事会を設置する。 

 

１ 設置目的 

  協議会を補佐するため、協議会に幹事会を設置する。 

 

２ 検討事項 

  協議会及び部会の検討のための検討素材の作成、検討課題の整理等を行う。 

検討結果は、協議会に報告する。 

 

３ 構成 

（1）委員   

ァ 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市の健康、高齢者福祉、障

害者福祉及び母子保健主管課長              （ 計 ２４名） 

ィ 多摩府中保健所の所長、副所長、市町村連携課長、生活環境安全課長、保健対策

課長、歯科保健担当課長、地域保健推進担当課長      （ 計   ７名） 

（合計 ３１名） 

（2）幹事長   会長が指名する者をもって充てる。 

（3）専門委員  幹事会に専門委員を置くことができ、会長が指名する。 

 

４ 委嘱・任命 

  多摩府中保健所長が委嘱又は任命する。 

 

５ 意見聴取 

  必要に応じて、幹事会委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

附則 

 この要領は平成２３年７月１２日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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会 議 体 系 に つ い て

保健福祉部会
（地域・職域連携推進協議会）

  ○感染症対策
  ○難病・障害者施策
  ○精神保健福祉対策
  ○地域・職域連携

北多摩南部地域保健医療協議会

  ○地域保健医療対策の総合的な推進
  ○地域保健医療推進プランに関すること 

幹事会
親協議会を補佐

地域医療システム化推進部会
  （医療安全推進分科会）

 ○医療連携の推進
 ○医療安全支援センター事業

生活衛生部会

  ○食の安全確保
  ○環境衛生対策
  ○医薬品等の安全確保
  ○食を通した健康づくり

口腔保健分科会

○「いい歯東京」の推進
○障害者の歯と口の健康づくり
○摂食嚥下機能支援

令和元年７月２５日現在
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区  分 氏　   名

1 武蔵野市医師会会長 中嶋　伸

2 三鷹市医師会会長 渡邉　直幸

3 府中市医師会会長 小林　哲也

4 調布市医師会顧問 西田　伸一

5 小金井市医師会会長 西野　裕仁

6 狛江市医師会副会長 片山　隆司

7 三鷹市歯科医師会会長 五島　博樹

8 府中市歯科医師会会長 野間　秀郎

9 小金井歯科医師会会長 古田　昭彦

10 薬剤師会 府中市薬剤師会会長 中村　徳浩

11 武蔵野赤十字病院院長 黒崎　雅之

12 杏林大学医学部付属病院院長 近藤　晴彦

13 東京都立多摩総合医療センター院長 樫山　鉄矢

14 東京慈恵会医科大学附属第三病院院長 平本　淳

15
病　院

（看護管理者連絡会）
武蔵野赤十字病院　看護部長 奥田　悦子

16 元東京都福祉保健局食品医薬品安全担当部長 鈴木　達夫

17 杏林大学医学部准教授 吉田　正雄

18 文京学院大学保健医療技術学部教授 米澤　純子

19 公募委員（三鷹市） 横山　美枝

20 公募委員（府中市） 藤間　利明

21 公募委員（狛江市） 西村　𠮷雄

22 武蔵野市民社会福祉協議会常務理事 福島　文昭

23 三鷹市社会福祉事業団常務理事 馬男木　由枝

24 三鷹市民生委員児童委員協議会会長 塩川　光子

25 府中市立若松小学校長 生井　信太郎

26 東京都府中食品衛生協会会長 石川　明男

27 東京都狛江調布環境衛生協会会長 安達　和彦

28 多摩府中給食施設協議会会長 古泉　明彦

29 調布警察署長 筒井　朝彦

30 府中消防署長 水越　博光

31 三鷹労働基準監督署長 大國　尚士

32 武蔵野市健康福祉部保健医療担当部長 田中　博徳

33 三鷹市健康福祉部長 小嶋　義晃

34 府中市福祉保健部長 佐藤　直人

35 調布市福祉健康部長兼福祉事務所長 八角　千里

36 小金井市福祉保健部長 髙橋　正恵

37 狛江市福祉保健部長 宗像　秀樹

38 保 健 所 多摩府中保健所長 田原　なるみ

（敬称略）

市

令和７年度 北多摩南部地域保健医療協議会　委員名簿

職      名

医 師 会

歯科医師会

病　　院

（災害拠点病院）

学識経験者

公募委員

福祉・教育関係

生活環境関係

官 公 署

令和７年10月1日現在
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区　分
地域医療

システム化

推進部会

保健福祉

部会

生活衛生

部会

武蔵野市医師会会長 中嶋　伸 ○ ○

三鷹市医師会会長 渡邉　直幸 ○ ○

府中市医師会会長 小林　哲也 ○

調布市医師会顧問 西田　伸一 ○ ○

小金井市医師会会長 西野　裕仁 ○

狛江市医師会副会長 片山　隆司 ○

三鷹市歯科医師会会長 五島　博樹 ○

府中市歯科医師会会長 野間　秀郎 ○

小金井歯科医師会会長 古田　昭彦 ○

薬剤師会 府中市薬剤師会会長 中村　徳浩 ○ ○

武蔵野赤十字病院院長 黒崎　雅之 ○

杏林大学医学部付属病院院長 近藤　晴彦 ○

東京都立多摩総合医療センター院長 樫山　鉄矢 ○ ○

東京慈恵会医科大学附属第三病院院長 平本　淳 ○

病　　院

（看護管理者連絡会）
武蔵野赤十字病院　看護部長 奥田　悦子 ○ ○

元東京都福祉保健局食品医薬品安全担当部長 鈴木　達夫 ○

杏林大学医学部准教授 吉田　正雄 ○

文京学院大学保健医療技術学部教授 米澤　純子 ○

公募委員（三鷹市） 横山　美枝 ○

公募委員（府中市） 藤間　利明 ○

公募委員（狛江市） 西村　𠮷雄 ○

武蔵野市民社会福祉協議会常務理事 福島　文昭 ○

三鷹市社会福祉事業団常務理事 馬男木　由枝 ○

三鷹市民生委員児童委員協議会会長 塩川　光子 ○

府中市立若松小学校長 生井　信太郎 ○

東京都府中食品衛生協会会長 石川　明男 ○

東京都狛江調布環境衛生協会会長 安達　和彦 ○

多摩府中給食施設協議会会長 古泉　明彦 ○

調布警察署長 筒井　朝彦 ○

府中消防署長 水越　博光 ○

三鷹労働基準監督署長 大國　尚士 ○

武蔵野市健康福祉部保健医療担当部長 田中　博徳 ○

三鷹市健康福祉部長 小嶋　義晃 ○

府中市福祉保健部長 佐藤　直人 　 ○

調布市福祉健康部長兼福祉事務所長 八角　千里 ○

小金井市福祉保健部長 髙橋　正恵 ○

狛江市福祉保健部長 宗像　秀樹 ○

保 健 所 多摩府中保健所長 田原　なるみ ○ ○ ○

（敬称略）

学識経験者

令和７年度 北多摩南部地域保健医療協議会　部会委員名簿　（案）

本協議会（親会）

医 師 会

歯科医師会

病　　院

（災害拠点病院）

令和７年10月1日現在

公募委員

福祉・教育関係

生活環境関係

官 公 署

市
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氏 名

1 田中　博徳

2 吉田　竜生

3 大浦　裕子

4 白戸　謙一

5 鈴木　政徳

6 嶌根　毅晴

7 子ども政策部 戸田　陽子

8 梶田　斉邦

9 若山　貴

10 向山　昇剛

11 子ども家庭部 武澤　秀幸

12 廣瀬　郷

13 伊瀬　進

14 石川　士朗

15 子ども生活部 米倉　勝利

16 伊藤　崇

17 松井　玉恵 

18 天野　文隆

19 子ども家庭部 冨田　絵実

20 布施　治郎

21 矢野　裕之

22 子ども家庭部 岡本　起恵子

23 所長 田原　なるみ

24 副所長＜管理課長事務取扱＞ 阿部　貞弘

25 担当部長＜保健対策課長事務取扱＞ 安岡　圭子

26 市町村連携課長 松本　浩徳

27 生活環境安全課長 平井　正博

28 歯科保健担当課長 原田　志織

29 地域保健推進担当課長 河西　あかね

（敬称略）

令和7年度　北多摩南部地域保健医療協議会　幹事会委員名簿

三鷹市

健康推進課長

子ども家庭課包括支援担当課長

所　　　属 職　　　　　　　　　名

武蔵野市 健康福祉部 高齢者支援課長

障害者福祉課長

令和７年９月１日現在

保健医療担当部長兼健康課長事務取扱

健康福祉部 高齢者支援課長

障がい者支援課長

次長兼高齢者支援課長

健康推進課長

小金井市
福祉保健部

狛江市

子ども家庭支援課長

（兼）子育て世代包括支援センター所長

健康推進課長

高齢者支援室高齢福祉担当課長

障害福祉課長

副参事（子ども・子育て包括支援担当）

兼子ども家庭センターセンター長

兼子ども家庭センター母子保健担当課長

府中市

福祉保健部

調布市

福祉健康部

障害者福祉課長

健康課長

子ども家庭課長

高齢障がい課長

東京都
多摩府中

保健所

介護福祉課長

自立生活支援課長

こども家庭センター長

健康推進課長
福祉保健部

別添 ７
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